
 

 

     この度の火災におきまして、被害に遭われた 

皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

このお知らせは、被害後の手続きや支援制度に 

ついて、まとめてあります。 

内容をご確認いただき、ご利用ください。 

 

～ご利用に当たっての注意事項～ 

 

掲載されている手続きや支援制度は、火災後に必要となる支援制度について紹介して

おります。 

また、このお知らせ以外に寝屋川市ホームページにも関連情報を掲載しておりますので

ご参照ください。 

 

※ 寝屋川市ホームページで、このお知らせ内、右上にある市ＨＰ：ＩＤの番号を

入力し検索または、右の二次元コードを活用ください。 

 

 

 

すべての手続き・制度を掲載したものではありませんので参考としてご活用ください。 

なお、各種手続き・支援制度の利用については、まず、電話にてそれぞれの窓口にご相談

ください。 

 

 

 

寝屋川市 危機管理部 防災課 

市ホームページ 
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